
 

契 約 変 更 理 由 書 

工事名 旧西野幼稚園解体撤去他工事 

【変更契約概要】 

  １．撤去方法の変更及び数量変更 

  ２．ガラ処分等の追加 

   ３．その他軽微な変更 

 

【工期延長概要】 

令和７年７月１日から令和８年５月29日までの工事期間を令和８年６月12日までに延期 

する。（14日間の工期延期） 

 

【変更契約理由】 

１．第２回変更にて締結済の内容について、地盤掘削を進める中で基礎形状等を調査したとこ

ろ想定と異なり、さらなる撤去方法の変更及び撤去数量の変更が生じたため。 

 ２．第２回変更にて締結済の内容について、掘削を進めて行く中で想定を超えるガラが発見さ

れ、処分が必要となったため。 

 ３．その他、当初の設計時には想定していなかった事項について、現地の詳細調査の結果、仕

様・寸法等を変更することにより安全性等が向上するため。 

 

【工期延長理由】 

ガラ等の追加処分に時間を要するため、工事期間を延長する必要が生じた。 

 


